
     

広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

広
島
県
条
例
第
二
十
五
号 

広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 

（
広
島
県
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
事
業
税
の
納
税
義
務
者
等
） 

第
四
十
七
条 

（
略
） 

 

一 

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の

事
業 

次
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

法
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

法
人
、
法
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
法
人
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第

七
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
、
第
三
項
に
規
定
す

る
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
、
第
四
項
に
規

定
す
る
個
人
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八 

 
 
 

号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
、 

 
 
 

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特

定
目
的
会
社
並
び
に
一
般
社
団
法
人
（
非
営
利

型
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規

定
す
る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号 

 
 
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。 

 
 
 

）
及
び
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法

人
以
外
の
法
人
で
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資

金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
も
の
又
は
資
本
若
し

く
は
出
資
を
有
し
な
い
も
の 

所
得
割
額 

 

二 

電
気
供
給
業
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。

）
、
ガ
ス
供
給
業
の
う
ち
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
及
び
同
条
第
七
項
に

規
定
す
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
（
以
下
こ
の
節
に

お
い
て
「
導
管
ガ
ス
供
給
業
」
と
い
う
。
）
、
保

 

（
事
業
税
の
納
税
義
務
者
等
） 

第
四
十
七
条 

（
略
） 

 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業 

 
 
 

次
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

法
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

法
人
、
法
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
法
人
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第

六
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
、
第
三
項
に
規
定
す

る
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
、
第
四
項
に
規

定
す
る
個
人
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八 

 
 
 

号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
、 
 
 
 

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特

定
目
的
会
社
並
び
に
一
般
社
団
法
人
（
非
営
利

型
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規

定
す
る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号 

 
 
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。 

 
 
 

）
及
び
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法

人
以
外
の
法
人
で
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資

金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
も
の
又
は
資
本
若
し

く
は
出
資
を
有
し
な
い
も
の 

所
得
割
額 

 

二 

電
気
供
給
業
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。

）
、
ガ
ス
供
給
業
（
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定

す
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
以
外
の
も
の
の
う
ち
、

同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
製
造
事
業
者
及
び



険
業
並
び
に
貿
易
保
険
業 

収
入
割
額 

       

三 

（
略
） 

 

四 

ガ
ス
供
給
業
の
う
ち
、
ガ
ス
事
業
法
第
二
条
第

十
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
製
造
事
業
者
（
同
法
第
五

十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
別
一
般
ガ
ス
導
管
事

業
者
に
係
る
同
法
第
三
十
八
条
第
二
項
第
四
号
の

供
給
区
域
内
に
お
い
て
ガ
ス
製
造
事
業
（
同
法
第 

 
 

二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
製
造
事
業
を
い
う
。 

 
 

）
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
行
う
も
の
（
導
管
ガ

ス
供
給
業
を
除
く
。
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
四

項
に
お
い
て
「
特
定
ガ
ス
供
給
業
」
と
い
う
。
） 

 
 
 

収
入
割
額
、
付
加
価
値
割
額
及
び
資
本
割
額
の

合
算
額 

２
―
４ 

（
略
） 

  

（
法
人
の
課
税
標
準
の
区
分
経
理
の
義
務
） 

第
四
十
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の

事
業 

 

二
・
三 

（
略
） 

 

四 

第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業 

  

（
法
人
の
事
業
税
の
税
率
等
） 

第
五
十
条 

法
人
の
行
う
事
業
（
電
気
供
給
業
、
ガ
ス

供
給
業
（
導
管
ガ
ス
供
給
業
及
び
特
定
ガ
ス
供
給
業

に
限
る
。
）
、
保
険
業
及
び
貿
易
保
険
業
を
除
く
。

第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
事
業
税
の
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

各
事
業
年
度
の
所
得
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
金
額 

           

二
・
三 

（
略
） 

２ 

電
気
供
給
業
（
小
売
電
気
事
業
等
、
発
電
事
業
等

及
び
特
定
卸
供
給
事
業
を
除
く
。
）
、
導
管
ガ
ス
供

給
業
、
保
険
業
及
び
貿
易
保
険
業
に
対
す
る
事
業
税

の
額
は
、
各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
百
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。 

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（

平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
二
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ 

 
 

ス
小
売
事
業
者
（
同
項
の
義
務
を
負
う
者
に
限
る
。 

 
 

）
以
外
の
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
保
険
業
及
び
貿
易
保
険
業 

 
 
 

収
入
割
額 

 

三 

（
略
） 

           
２
―
４ 

（
略
） 

  

（
法
人
の
課
税
標
準
の
区
分
経
理
の
義
務
） 

第
四
十
九
条 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業 

  

二
・
三 

（
略
） 

   

（
法
人
の
事
業
税
の
税
率
等
） 

第
五
十
条 

法
人
の
行
う
事
業
（
電
気
供
給
業
、
ガ
ス

供
給
業
、
保
険
業
及
び
貿
易
保
険
業
を
除
く
。
第
四

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

  

一 

（
略
） 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 
 
 

ハ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
区
分
に
よ

り
各
事
業
年
度
の
所
得
を
区
分
し
、
当
該
区
分

に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
税
率
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
を
合
計
し
た
金
額 

各
事
業
年
度
の
所
得
の
う
ち
年

四
百
万
円
以
下
の
金
額 

百
分
の
〇
・
四 

各
事
業
年
度
の
所
得
の
う
ち
年

四
百
万
円
を
超
え
年
八
百
万
円

以
下
の
金
額 

百
分
の
〇
・
七 

各
事
業
年
度
の
所
得
の
う
ち
年

八
百
万
円
を
超
え
る
金
額 

百
分
の
一 

 

二
・
三 

（
略
） 

２ 

電
気
供
給
業
（
小
売
電
気
事
業
等
、
発
電
事
業
等 

 

及
び
特
定
卸
供
給
事
業
を
除
く
。
）
、
ガ
ス
供
給
業
、 

 

保
険
業
及
び
貿
易
保
険
業
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、 

 

各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得

た
金
額
と
す
る
。 



３ 

（
略
） 

４ 
特
定
ガ
ス
供
給
業
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

 

一 
各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
百
分
の
〇
・
四
八

を
乗
じ
て
得
た
金
額 

 

二 

各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
百
分
の
〇
・
七

七
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

 

三 

各
事
業
年
度
の
資
本
金
等
の
額
に
百
分
の
〇
・

三
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

５ 

他
の
二
以
上
の
都
道
府
県
に
お
い
て
も
事
務
所
又

は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
で
資
本
金
の

額
又
は
出
資
金
の
額
が
千
万
円
以
上
の
も
の
（
第
四

十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。

）
が
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人 

 

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

         

一 

（
略
） 

 

二 

特
別
法
人
以
外
の
法
人 

各
事
業
年
度
の
所
得

に
百
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

  

（
法
人
の
事
業
税
の
申
告
納
付
の
期
間
） 

第
五
十
二
条 

事
業
を
行
う
法
人
が
、
各
事
業
年
度
に

係
る
所
得
割
等
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

掲
げ
る
法
人
の
付
加
価
値
割
、
資
本
割
及
び
所
得
割

又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
の
所
得
割
を
い
う
。
）

又
は
収
入
割
等
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行

う
法
人
の
収
入
割
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
法
人

若
し
く
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人

の
収
入
割
、
付
加
価
値
割
及
び
資
本
割
又
は
同
項
第

三
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
の
収
入
割
及
び
所
得
割
を
い

う
。
）
に
つ
い
て
す
べ
き
申
告
納
付
の
期
間
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
住
宅
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標

準
の
特
例
の
申
告
手
続
） 

第
五
十
七
条
の
二 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
一
項
又 

 

は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、 

 

当
該
住
宅
の
取
得
後
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
調
査
に
よ
り
同
条
第

一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
者
と

し
て
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 

一
―
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

        

４ 

他
の
二
以
上
の
都
道
府
県
に
お
い
て
も
事
務
所
又

は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
で
資
本
金
の

額
又
は
出
資
金
の
額
が
千
万
円
以
上
の
も
の
が
行
う

事
業
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

  

一 

第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
法
人 

 
 
 

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額 

 
 

イ 

各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
百
分
の
一
・

二
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

 
 

ロ 
各
事
業
年
度
の
資
本
金
等
の
額
に
百
分
の
〇

・
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

 
 

ハ 
各
事
業
年
度
の
所
得
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
金
額 

 

二 

（
略
） 

 

三 

そ
の
他
の
法
人 
各
事
業
年
度
の
所
得
に
百
分

の
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

  

（
法
人
の
事
業
税
の
申
告
納
付
の
期
間
） 

第
五
十
二
条 

事
業
を
行
う
法
人
が
、
各
事
業
年
度
に

係
る
所
得
割
等
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

掲
げ
る
法
人
の
付
加
価
値
割
、
資
本
割
及
び
所
得
割

又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
の
所
得
割
を
い
う
。
）

又
は
収
入
割
等
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行

う
法
人
の
収
入
割
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
法
人

の
収
入
割
、
付
加
価
値
割
及
び
資
本
割
又
は
同
号
ロ

に
掲
げ
る
法
人
の
収
入
割
及
び
所
得
割
を
い
う
。
）

に
つ
い
て
す
べ
き
申
告
納
付
の
期
間
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

一
―
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  

（
住
宅
の
取
得
に
対
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標

準
の
特
例
の
申
告
手
続
） 

第
五
十
七
条
の
二 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
一
項
又 

 

は
第
三
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、 

 

当
該
住
宅
の
取
得
後
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

  

一
―
四 

（
略
） 

２ 

（
略
） 



  
（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
用
に
供
す
る
家
屋
の
取
得

に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
五
十
七
条
の
三 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
二
項

に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と

す
る
。 

２ 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
三
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

３ 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
四
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

  

（
不
動
産
取
得
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
申
告
又
は

報
告
の
義
務
） 

第
六
十
一
条 

（
略
） 

２ 

法
第
七
十
三
条
の
四
か
ら
第
七
十
三
条
の
七
ま
で

の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
又
は
法
第
七
十

三
条
の
十
四
第
七
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
の
規
定
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
つ

て
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
そ
の
旨
を
証
明
す
る
に
足

る
権
限
の
あ
る
機
関
の
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

  

（
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動

産
取
得
税
の
減
額
の
申
告
手
続
） 

第
六
十
四
条 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が

調
査
に
よ
り
同
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
べ
き
者
と
し
て
認
め
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。 

 

一
―
五 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 
  

（
法
人
の
事
業
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
十
一 

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
法
人
の
同
項
の
規
定

に
該
当
す
る
各
事
業
年
度
に
係
る
所
得
割
に
つ
い
て

は
、
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
中 

「  

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
四
百
万
円

を
超
え
る
金
額 

百
分
の
四
・
九 

 
  」 

 
 

と
あ
る
の
は 

「  

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
四
百
万
円

を
超
え
年
十
億
円
以

下
の
金
額 

百
分
の
四
・
九 

 
  

       

」 

 

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
十
億
円
を

超
え
る
金
額 

百
分
の
五
・
七 

 

 

と
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
百
分
の
四
・
九
」
と

  

（
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
用
に
供
す
る
家
屋
の
取
得

に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
五
十
七
条
の
三 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
一
項

に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と

す
る
。 

２ 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
二
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

３ 

法
第
七
十
三
条
の
十
四
第
十
三
項
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
三
分
の
二
と
す
る
。 

  

（
不
動
産
取
得
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
申
告
又
は

報
告
の
義
務
） 

第
六
十
一
条 

（
略
） 

２ 

法
第
七
十
三
条
の
四
か
ら
第
七
十
三
条
の
七
ま
で

の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
又
は
法
第
七
十

三
条
の
十
四
第
六
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
つ

て
提
出
す
べ
き
申
告
書
に
そ
の
旨
を
証
明
す
る
に
足

る
権
限
の
あ
る
機
関
の
証
明
書
そ
の
他
の
書
類
を
添

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

（
略
） 

  

（
住
宅
の
用
に
供
す
る
土
地
の
取
得
に
対
す
る
不
動

産
取
得
税
の
減
額
の
申
告
手
続
） 

第
六
十
四
条 

法
第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
か
ら

第
三
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
規
則
で

定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

   

一
―
五 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 
  

（
法
人
の
事
業
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
十
一 

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
法
人
の
同
項
の
規
定

に
該
当
す
る
各
事
業
年
度
に
係
る
所
得
割
に
つ
い
て

は
、
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
中 

「  

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
四
百
万
円

を
超
え
る
金
額 

百
分
の
四
・
九 

 
  」 

 
 

と
あ
る
の
は 

「  

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
四
百
万
円

を
超
え
年
十
億
円
以

下
の
金
額 

百
分
の
四
・
九 

 
  

       

」 

 

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
十
億
円
を

超
え
る
金
額 

百
分
の
五
・
七 

 

 

と
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
・
九
」
と



あ
る
の
は
「
百
分
の
四
・
九
（
各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
十
億
円
を
超
え
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
百

分
の
五
・
七
）
」
と
す
る
。 

  

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係

る
特
例
） 

第
十
二
条
の
二 
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地

方
住
宅
供
給
公
社
又
は
家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る

こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
第
三
十
六
条
の
二
の
二
に

規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第

五
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十
年
十
月
一
日
か

ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た

と
き
に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ
る

の
は
「
一
年
」
と
す
る
。 

２ 

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
法

第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
六
十
五
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の

取
得
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同

項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
年
（
当
該
土
地

を
取
得
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
場
合
と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項

に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
す
る
。 

あ
る
の
は
「
百
分
の
四
・
九
（
各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
十
億
円
を
超
え
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
百

分
の
五
・
七
）
」
と
す
る
。 

  

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係

る
特
例
） 

第
十
二
条
の
二 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地

方
住
宅
供
給
公
社
又
は
家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る

こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
第
三
十
六
条
の
二
の
二
に

規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第

五
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十
年
十
月
一
日
か

ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た

と
き
に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ
る

の
は
「
一
年
」
と
す
る
。 

２ 

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
法

第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
六
十
五
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の

取
得
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同

項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
年
（
当
該
土
地

を
取
得
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
場
合
と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
七
第
二
項

に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
す
る
。 

 
 

 

（
広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る

も
の
と
さ
れ
た
同
条
例
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
条
例
の
一
部

改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
広
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
附
則
第

六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
条
例
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る

規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
事
業
税
の
納
税
義
務
者
等
） 

第
四
十
七
条 

（
略
） 

 

一 

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の

事
業 

次
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

法
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

法
人
、
法
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
法
人
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第

七
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
、
第
三
項
に
規
定
す

る
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
、
第
四
項
に
規

定
す
る
個
人
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八 

 

（
事
業
税
の
納
税
義
務
者
等
） 

第
四
十
七
条 

（
略
） 

 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業 

 
 
 

次
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

次
に
定
め
る
額 

 
 

イ 

（
略
） 

 
 

ロ 

法
第
七
十
二
条
の
四
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る

法
人
、
法
第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
各
号
に
掲

げ
る
法
人
、
法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
七
第

六
項
各
号
に
掲
げ
る
法
人
、
第
三
項
に
規
定
す

る
法
人
で
な
い
社
団
又
は
財
団
、
第
四
項
に
規

定
す
る
個
人
、
投
資
信
託
及
び
投
資
法
人
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
八 



 
 
 

号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
、 

 
 
 

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特

定
目
的
会
社
並
び
に
一
般
社
団
法
人
（
非
営
利

型
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規

定
す
る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号 

 
 
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。 

 
 
 

）
及
び
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法

人
以
外
の
法
人
で
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資

金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
も
の
又
は
資
本
若
し

く
は
出
資
を
有
し
な
い
も
の 

所
得
割
額 

 

二 

電
気
供
給
業
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。

）
、
ガ
ス
供
給
業
の
う
ち
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二

十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規

定
す
る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
及
び
同
条
第
七
項
に

規
定
す
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
（
以
下
こ
の
節
に

お
い
て
「
導
管
ガ
ス
供
給
業
」
と
い
う
。
）
、
保

険
業
並
び
に
貿
易
保
険
業 

収
入
割
額 

       

三 

電
気
供
給
業
の
う
ち
、
小
売
電
気
事
業
等
（
法

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
小

売
電
気
事
業
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

同
じ
。
）
、
発
電
事
業
等
（
同
号
に
規
定
す
る
発 

 
 

電
事
業
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同
じ
。 

 
 

）
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
（
同
号
に
規
定
す
る
特

定
卸
供
給
事
業
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

同
じ
。
） 

次
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

四 

ガ
ス
供
給
業
の
う
ち
、
ガ
ス
事
業
法
第
二
条
第

十
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
製
造
事
業
者
（
同
法
第
五

十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
特
別
一
般
ガ
ス
導
管
事

業
者
に
係
る
同
法
第
三
十
八
条
第
二
項
第
四
号
の

供
給
区
域
内
に
お
い
て
ガ
ス
製
造
事
業
（
同
法
第 

 
 

二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
製
造
事
業
を
い
う
。 

 
 

）
を
行
う
者
に
限
る
。
）
が
行
う
も
の
（
導
管
ガ

ス
供
給
業
を
除
く
。
第
五
十
条
第
一
項
及
び
第
四

項
に
お
い
て
「
特
定
ガ
ス
供
給
業
」
と
い
う
。
） 

 
 
 

収
入
割
額
、
付
加
価
値
割
額
及
び
資
本
割
額
の

合
算
額 

２
―
４ 

（
略
） 

  

（
法
人
の
課
税
標
準
の
区
分
経
理
の
義
務
） 

第
四
十
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

次
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の

事
業 

 

二
・
三 

（
略
） 

 

四 

第
四
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業 

 
 
 

号
）
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
投
資
法
人
、 

 
 
 

資
産
の
流
動
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
特

定
目
的
会
社
並
び
に
一
般
社
団
法
人
（
非
営
利

型
法
人
（
法
人
税
法
第
二
条
第
九
号
の
二
に
規

定
す
る
非
営
利
型
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号 

 
 
 

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。 

 
 
 

）
及
び
一
般
財
団
法
人
（
非
営
利
型
法
人
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
並
び
に
こ
れ
ら
の
法

人
以
外
の
法
人
で
資
本
金
の
額
若
し
く
は
出
資

金
の
額
が
一
億
円
以
下
の
も
の
又
は
資
本
若
し

く
は
出
資
を
有
し
な
い
も
の 

所
得
割
額 

 

二 

電
気
供
給
業
（
次
号
に
掲
げ
る
事
業
を
除
く
。

）
、
ガ
ス
供
給
業
（
ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九

年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す

る
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
及
び
同
条
第
七
項
に
規
定

す
る
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
以
外
の
も
の
の
う
ち
、

同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
ガ
ス
製
造
事
業
者
及
び

電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（

平
成
二
十
七
年
法
律
第
四
十
七
号
）
附
則
第
二
十

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
一
般
ガ
ス
み
な
し
ガ 

 
 

ス
小
売
事
業
者
（
同
項
の
義
務
を
負
う
者
に
限
る
。 

 
 

）
以
外
の
者
が
行
う
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
節

に
お
い
て
同
じ
。
）
、
保
険
業
及
び
貿
易
保
険
業 

 
 
 

収
入
割
額 

 

三 

電
気
供
給
業
の
う
ち
、
小
売
電
気
事
業
等
（
法

第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
小

売
電
気
事
業
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て

同
じ
。
）
及
び
発
電
事
業
等
（
同
号
に
規
定
す
る

発
電
事
業
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
同

じ
。
） 

次
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額 

   
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

           

２
―
４ 

（
略
） 

  

（
法
人
の
課
税
標
準
の
区
分
経
理
の
義
務
） 

第
四
十
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業
以
外
の
事
業 

  

二
・
三 

（
略
） 

 



  
（
法
人
の
事
業
税
の
税
率
等
） 

第
五
十
条 

法
人
の
行
う
事
業
（
電
気
供
給
業
、
ガ
ス

供
給
業
（
導
管
ガ
ス
供
給
業
及
び
特
定
ガ
ス
供
給
業

に
限
る
。
）
、
保
険
業
及
び
貿
易
保
険
業
を
除
く
。

第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
事
業
税
の
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

 

一 

（
略
） 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

各
事
業
年
度
の
所
得
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
金
額 

           

二
・
三 

（
略
） 

２ 

電
気
供
給
業
（
小
売
電
気
事
業
等
、
発
電
事
業
等

及
び
特
定
卸
供
給
事
業
を
除
く
。
）
、
導
管
ガ
ス
供

給
業
、
保
険
業
及
び
貿
易
保
険
業
に
対
す
る
事
業
税

の
額
は
、
各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
百
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。 

３ 

電
気
供
給
業
の
う
ち
、
小
売
電
気
事
業
等
、
発
電

事
業
等
及
び
特
定
卸
供
給
事
業
に
対
す
る
事
業
税
の

額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

４ 

特
定
ガ
ス
供
給
業
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
次

に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
。 

 

一 

各
事
業
年
度
の
収
入
金
額
に
百
分
の
〇
・
四
八

を
乗
じ
て
得
た
金
額 

 

二 

各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
百
分
の
〇
・
七

七
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

 

三 

各
事
業
年
度
の
資
本
金
等
の
額
に
百
分
の
〇
・

三
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

５ 

他
の
二
以
上
の
都
道
府
県
に
お
い
て
も
事
務
所
又

は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
で
資
本
金
の

額
又
は
出
資
金
の
額
が
千
万
円
以
上
の
も
の
（
第
四

十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
法
人
を
除
く
。

）
が
行
う
事
業
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
第
一
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人 

 

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

        

  

（
法
人
の
事
業
税
の
税
率
等
） 

第
五
十
条 

法
人
の
行
う
事
業
（
電
気
供
給
業
、
ガ
ス

供
給
業
、
保
険
業
及
び
貿
易
保
険
業
を
除
く
。
第
四

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

  

一 

（
略
） 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 
 

ハ 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
区
分
に
よ

り
各
事
業
年
度
の
所
得
を
区
分
し
、
当
該
区
分

に
応
ず
る
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
税
率
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
を
合
計
し
た
金
額 

各
事
業
年
度
の
所
得
の
う
ち
年

四
百
万
円
以
下
の
金
額 

百
分
の
〇
・
四 

各
事
業
年
度
の
所
得
の
う
ち
年

四
百
万
円
を
超
え
年
八
百
万
円

以
下
の
金
額 

百
分
の
〇
・
七 

各
事
業
年
度
の
所
得
の
う
ち
年

八
百
万
円
を
超
え
る
金
額 

百
分
の
一 

 

二
・
三 
（
略
） 

２ 

電
気
供
給
業
（
小
売
電
気
事
業
等
及
び
発
電
事
業

等
を
除
く
。
）
、
ガ
ス
供
給
業
、
保
険
業
及
び
貿
易

保
険
業
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
各
事
業
年
度
の 

 

収
入
金
額
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
す
る
。 

 

３ 

電
気
供
給
業
の
う
ち
、
小
売
電
気
事
業
等
及
び
発

電
事
業
等
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
法
人
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号

に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

        

４ 

他
の
二
以
上
の
都
道
府
県
に
お
い
て
も
事
務
所
又

は
事
業
所
を
設
け
て
事
業
を
行
う
法
人
で
資
本
金
の

額
又
は
出
資
金
の
額
が
千
万
円
以
上
の
も
の
が
行
う

事
業
に
対
す
る
事
業
税
の
額
は
、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
法
人
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
と
す
る
。 

  

一 

第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
法
人 

 
 
 

次
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額 

 
 

イ 

各
事
業
年
度
の
付
加
価
値
額
に
百
分
の
一
・

二
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

 
 

ロ 

各
事
業
年
度
の
資
本
金
等
の
額
に
百
分
の
〇

・
五
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

 
 

ハ 

各
事
業
年
度
の
所
得
に
百
分
の
一
を
乗
じ
て

得
た
金
額 



 

一 

（
略
） 

 
二 

特
別
法
人
以
外
の
法
人 

各
事
業
年
度
の
所
得

に
百
分
の
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

  

（
法
人
の
事
業
税
の
申
告
納
付
の
期
間
） 

第
五
十
二
条 
事
業
を
行
う
法
人
が
、
各
事
業
年
度
に

係
る
所
得
割
等
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

掲
げ
る
法
人
の
付
加
価
値
割
、
資
本
割
及
び
所
得
割

又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
の
所
得
割
を
い
う
。
）

又
は
収
入
割
等
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行

う
法
人
の
収
入
割
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
法
人

若
し
く
は
同
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
法
人

の
収
入
割
、
付
加
価
値
割
及
び
資
本
割
又
は
同
項
第

三
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
の
収
入
割
及
び
所
得
割
を
い

う
。
）
に
つ
い
て
す
べ
き
申
告
納
付
の
期
間
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

一
―
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 
  

（
法
人
の
事
業
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
十
一 

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
法
人
の
同
項
の
規
定

に
該
当
す
る
各
事
業
年
度
に
係
る
所
得
割
に
つ
い
て

は
、
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
中 

「  

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
四
百
万
円

を
超
え
る
金
額 

百
分
の
四
・
九 

 
  」 

 
 

と
あ
る
の
は 

「  

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
四
百
万
円

を
超
え
年
十
億
円
以

下
の
金
額 

百
分
の
四
・
九 

 
  

       

」 

 

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
十
億
円
を

超
え
る
金
額 

百
分
の
五
・
七 

 

 

と
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
百
分
の
四
・
九
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
四
・
九
（
各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
十
億
円
を
超
え
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
百

分
の
五
・
七
）
」
と
す
る
。 

 

二 

（
略
） 

 

三 

そ
の
他
の
法
人 

各
事
業
年
度
の
所
得
に
百
分

の
七
を
乗
じ
て
得
た
金
額 

  

（
法
人
の
事
業
税
の
申
告
納
付
の
期
間
） 

第
五
十
二
条 

事
業
を
行
う
法
人
が
、
各
事
業
年
度
に

係
る
所
得
割
等
（
第
四
十
七
条
第
一
項
第
一
号
イ
に

掲
げ
る
法
人
の
付
加
価
値
割
、
資
本
割
及
び
所
得
割

又
は
同
号
ロ
に
掲
げ
る
法
人
の
所
得
割
を
い
う
。
）

又
は
収
入
割
等
（
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業
を
行

う
法
人
の
収
入
割
、
同
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
法
人

の
収
入
割
、
付
加
価
値
割
及
び
資
本
割
又
は
同
号
ロ

に
掲
げ
る
法
人
の
収
入
割
及
び
所
得
割
を
い
う
。
）

に
つ
い
て
す
べ
き
申
告
納
付
の
期
間
は
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

  

一
―
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

  
 
 

附 

則 
  

（
法
人
の
事
業
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
十
一 

租
税
特
別
措
置
法
第
六
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
該
当
す
る
法
人
の
同
項
の
規
定

に
該
当
す
る
各
事
業
年
度
に
係
る
所
得
割
に
つ
い
て

は
、
第
五
十
条
第
一
項
第
二
号
中 

「  

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
四
百
万
円

を
超
え
る
金
額 

百
分
の
四
・
九 

 
  」 

 
 

と
あ
る
の
は 

「  

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
四
百
万
円

を
超
え
年
十
億
円
以

下
の
金
額 

百
分
の
四
・
九 

 
  

       

」 

 

各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
十
億
円
を

超
え
る
金
額 

百
分
の
五
・
七 

 

 

と
、
同
条
第
四
項
第
二
号
中
「
百
分
の
四
・
九
」
と

あ
る
の
は
「
百
分
の
四
・
九
（
各
事
業
年
度
の
所
得

の
う
ち
年
十
億
円
を
超
え
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
百

分
の
五
・
七
）
」
と
す
る
。 

 
 

 

（
法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

法
人
の
県
民
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
広
島
県
条
例
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 



 
 

 
（
中
小
法
人
に
対
す
る
不
均
一
課
税
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 
（
略
） 

４ 

法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
が
一
年
に
満

た
な
い
法
人
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
年
千
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「

千
万
円
に
当
該
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間

の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
計
算
し

た
金
額
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
税

法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
七
十
一
条

第
一
項
若
し
く
は
同
法
第
百
四
十
四
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
法
人
税
に
係
る
申
告
書
を
提
出
す
る

義
務
が
あ
る
法
人
又
は
県
税
条
例
第
四
十
六
条
の
二

第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ

き
法
人
の
法
人
税
額
が
年
千
万
円
以
下
で
あ
る
旨
の

判
定
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
の
日
か
ら
六
月
を

経
過
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
当
該
事
業
年
度
の
前
事

業
年
度
の
法
人
税
割
と
し
て
納
付
し
た
税
額
及
び
納

付
す
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
税
額
の
合
計
額
の
課
税

標
準
と
な
る
法
人
税
額
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

５ 

（
略
） 

 

（
中
小
法
人
に
対
す
る
不
均
一
課
税
） 

第
三
条 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間
が
一
年
に
満

た
な
い
法
人
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
年
千
万
円
」
と
あ
る
の
は
、
「

千
万
円
に
当
該
法
人
税
額
の
課
税
標
準
の
算
定
期
間

の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
を
十
二
で
除
し
て
計
算
し

た
金
額
」
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
法
人
税

法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
七
十
一
条

第
一
項
（
同
法
第
百
四
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
法
人
税
に
係
る
申

告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
法
人
又
は
県
税
条
例

第
四
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
申

告
書
を
提
出
す
べ
き
法
人
の
法
人
税
額
が
年
千
万
円

以
下
で
あ
る
旨
の
判
定
は
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始

の
日
か
ら
六
月
を
経
過
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
当
該

事
業
年
度
の
前
事
業
年
度
の
法
人
税
割
と
し
て
納
付

し
た
税
額
及
び
納
付
す
べ
き
こ
と
が
確
定
し
た
税
額

の
合
計
額
の
課
税
標
準
と
な
る
法
人
税
額
に
よ
る
も

の
と
す
る
。 

５ 

（
略
） 

 
 

 

（
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
産
業
振
興
促
進
区
域
に
お
け

る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
産
業
振
興
促
進
区
域
に

お
け
る
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
（
令
和
三
年
広
島
県
条
例
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

 

（
用
語
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一
―
五 

（
略
） 

 

六 

特
別
償
却
設
備 

市
町
計
画
に
お
い
て
振
興
す

べ
き
業
種
と
し
て
定
め
ら
れ
た
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条

第
四
項
の
表
の
第
一
号
の
中
欄
又
は
第
四
十
五
条

第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の

用
に
供
す
る
設
備
で
同
法
第
十
二
条
第
四
項
の
表

の
第
一
号
の
下
欄
又
は
第
四
十
五
条
第
三
項
の
表

の
第
一
号
の
下
欄
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る

事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
以

上
の
も
の
を
い
う
。 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

七 

（
略
） 

 

（
用
語
） 

第
二
条 

（
略
） 

 

一
―
五 

（
略
） 

 

六 

特
別
償
却
設
備 

市
町
計
画
に
お
い
て
振
興
す

べ
き
業
種
と
し
て
定
め
ら
れ
た
租
税
特
別
措
置
法

（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
十
二
条

第
三
項
の
表
の
第
一
号
の
中
欄
又
は
第
四
十
五
条

第
二
項
の
表
の
第
一
号
の
中
欄
に
掲
げ
る
事
業
の

用
に
供
す
る
設
備
で
同
法
第
十
二
条
第
三
項
の
表

の
第
一
号
の
下
欄
又
は
第
四
十
五
条
第
二
項
の
表

の
第
一
号
の
下
欄
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

で
あ
っ
て
、
取
得
価
額
の
合
計
額
が
次
に
掲
げ
る

事
業
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
以

上
の
も
の
を
い
う
。 

 
 

イ
・
ロ 

（
略
） 

 

七 

（
略
） 

 
 



 
 
 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
条
例
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
事
業
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
条
例
（
附
則
第
四
条
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い

う
。
）
の
規
定
中
法
人
の
事
業
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と

い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始

し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

第
三
条 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
二
年
広
島
県
条
例
第
三
十
五
号
）
附
則
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の

効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
同
条
例
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県

税
条
例
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
令
和
二
年
改
正
前
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以

後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年

度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

新
令
和
二
年
改
正
前
条
例
第
四
十
七
条
第
一
項
第
三
号
並
び
に
第
五
十
条
第
二
項
（
同
号
に
規
定
す

る
特
定
卸
供
給
事
業
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
る
事

業
年
度
に
係
る
法
人
の
事
業
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
に
係
る
法
人
の

事
業
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し

て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動

産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


